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◆第４８回新年会員事業所の集い１月１０日(水)開催 
   ○日 時 令和６年１月１０日(水)１５:００～(１４:３０会場)   

第１部 年賀式（15:00～15:50） 

        第２部 新春講演会（16:00～17:30） 

講 師／株式会社やまとごころ 社長 村山慶輔 氏 

テーマ／観光再生 

 ～今こそ持続可能(サステナブル)な観光地を目指して～ 

第３部 懇親パーティー（17:45～19:10） 

○場 所 加茂市産業センターホール   

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大湊）まで。 

  

◆第４回 カモナイトバザール～12/22(金)開催～ 
「カモナイトバザール」は会員事業所の売上増と商店街の賑わいづくりを目的に開催している

イベントです。今年最後のナイトバザールは、青海神社参道と加茂山公園駐車場で開催いたしま

す。クリスマスムード漂う会場でイベントを楽しんだあとは、商店街でゆっくりと美味しいもの

を食べて飲んで、お買物を楽しんで！夜の商店街を満喫してください。現在、イベント出店者を

募集中です。なお、音響・設営等、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力の程、よろ

しくお願い申し上げます。 

  日時：令和５年１２月２２日（金）１６:００～２０:００ 

  会場：青海神社参道、加茂山公園駐車場 

 ★イベント詳細は「カモナイトバザール」公式インスタグラムで情報発信中！ 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／髙畑、渡邉(祐))まで。 

 

◆プレミアム商品券の利用期限は１２月３１日(日)まで 

購入された方は、使い忘れのないようにご注意ください。 

  【今月の換金日】 

・１２月１５日（金）まで提出分 → １２月２５日（月）振込 

・１２月２５日（月）まで提出分 →  １月１０日（水）振込 

・ １月１５日（月) まで提出分 →  １月２５日（木）振込 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大湊）まで。 

NO.423 号／R5.12.1 発行 



 2 / 4 

 

◆年末調整に係る源泉徴収税及び復興特別所得税について 

納期限は１月１０日(水）（納期特例の承認を受けている場合は 

１月２２日(月））法定調書の提出期限は１月３１日(水）まで 

◎令和５年１月から扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直しがあります。 

【扶養控除の対象となる非住居者である扶養親族の範囲】 

［令和４年１２月まで］       ［令和５年１月以降］ 

 

                 →  

 

◎給与支払報告書の作成にあたっては、下記の点にご注意ください。 

 全ての受給者分を作成し、令和６年１月１日（退職者については退職時）にお住まいの市区町
村へご提出ください。また、個人住民税は、給与から特別徴収（給与天引きして市区町村に

納めること）が義務付けられています。 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉(祐)）まで 

 

◆確定申告の準備はお早めに！ 
令和５年分の確定申告はマイナンバーカードと e-Taｘを活用するとさらに便利！  

①マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大 

 マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続きにおいて、マイナポータル経由で控

除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。令

和５年分確定申告からは、給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企

業共済掛金が対象となります。 
 ※マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応

のスマホ（又は ICカードリーダライタ）が必要です。 

   ②インボイス発行事業者の消費税の申告書にも対応 

消費税納税額を売上税額の２割に軽減するいわゆる「２割特例」の申告書も作成できるよ 

うになります。簡易課税制度や「２割特例」の申告書を作成する場合、売上（収入）金額 

等の入力だけで税額等が自動計算されます。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。 

 

◆雇用保険関係の申請・届出への押印が廃止に 
 日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印などの日雇労働関係 

で押印が必要となる手続きを除き、雇用保険関係の申請・届出への押印が廃止となりました。 

 それに伴い、以下の手続き等については、個人情報保護の観点から、事業主申請の場合は事業 

主又は事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類の提示が必要となります。 

【身分確認書類の提示が必要となった手続き等】 

・雇用保険関係各種届等再作成、再交付申請 ・雇用保険定期用事業所情報提供請求 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大湊）まで。 

非住居者である扶養親族 

１６歳以上 

非住居者である扶養親族 

１６歳以上 

３０歳以上７０歳未満 
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扶養控除の対象 
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◆年末資金決済にマル経融資をご利用ください 
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上高または過去６カ月（最近１カ

月を含む）の平均売上高が前５年いずれかの年の同期と比較して５％以上減少している方のた

めに制度が拡充されています。 

 

 

 

 

 

◎対 象 企 業 常時使用する従業員が商業・サービス業：５人以下 

           〃      製造業・建設業・その他：２０人以下 

◎融資限度額 １,０００万円（既存マル経融資とは別枠で借入可能） 

◎返済期 間  運転資金７年(据置３年以内) 設備１０年(据置４年以内) 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、明間）まで。 

 

◆小規模企業共済で節税対策～オンライン手続きが可能に～ 
 

 

 

［加入資格］常時使用する従業員数が２０名以下（商業・サービス業５名以下）の個人事

業主または会社役員の方が対象です。 

      ※個人事業主の「共同経営者（配偶者専従者、後継予定者）」も加入できます。 

［掛  金］１,０００円から７０,０００円の範囲内で自由に設定可能。 

           （例えば…月 15,000円×12カ月＝180,000円 ⇒ 全額所得控除） 

掛金は所得税法上、「小規模企業共済等掛金控除」として最大８４万円（掛金

月額限度額７万円×１２カ月分の支払額）まで申告することができます。 

※小規模企業共済制度および経営セーフティ共済制度で新規加入、掛金払込証明書の電子交

付や掛金の変更などのご要望の多い一部の手続きについて、お客様ご自身でオンライン上

にて手続き・書類の作成が可能になりました。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋）まで。 

 

◆健康診断のご案内 ～会員特別受診料補助あり～ 

〇健康診断→受診料一部補助    〇人間ドック→１名につき 2,000円補助 

○当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。 

 ※お申し込みは、受診機関または当商工会議所 TEL:52-1740（担当/本間）まで。 

 

実 施 機 関       健 診 日 時（会場：加茂市産業センター） 

（一社）新潟県労働衛生医学協会 

TEL:025-370-1960 
１２／１９（火) ９:００～１１:３０ (午前のみ) 

（一社）新潟県健康管理協会 

TEL:025-279-3311 
２／６  (火) ８:３０～１１:３０ (午前のみ) 

年内に現金で「加入」「増額」「前納」した場合は 

全額が令和５年分の所得控除となります。 

担保なし・保証人なし・保証料なし 

 

 

 

※４年目以降は通常金利（12 月１日現在 1.20％） 

1.20％-0.50％＝0.70％ 
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◆人権啓発支援セミナー 

ビジネスと人権 ～SDGｓの観点から紐解く～ 

〇日 時 令和５年１２月２０日（水）１４:００～１６:００ 

〇場 所 加茂市産業センター３階研修室 

〇参加費 無 料 

〇講 師 Daymax inc 代表 福 永 吉 成 氏 

○内 容 ・世界におけるビジネスと人権の概念 

       ・ビジネスにおける人権とは？ 

       ・職場での差別、ハラスメント 

       ・人権に関係する SDGsの目標 

       ・企業における人権問題とその対策 

  ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／関野山）まで。 

 

 

◆会議所１２月の主な行事予定  

 

◆会議所ＦＡＸ機故障につきまして(お詫びとお願い) 
１１月１７日（金）正午から２０日(月)午前まで、機器故障によりＦＡＸがつながらない状態

が続き、大変ご迷惑をお掛けいたしました。 

なお、新年の集い申込等、この期間中にお送りいただいたＦＡＸがございましたら、改めて送

信くださいますようお願いいたします。 

 

◆商工会議所年末年始業務休業のお知らせ 
  １２月２９日(金)から１月３日(水)まで業務を休業させていただきます。１月４日(木)から

通常業務を行います。なお、自動車共済にご加入の方で事故が発生した場合は、誠に恐れ入り

ますが、共済本部事故処理センターが２４時間体制で受け付けていますのでご連絡ください。 

 

 

 

２日（土） 

・簿記初級・原価計算ネット検定 10:30～ 

５日（火） 

・鉄工部会視察研修 

８日（金） 

・正副会頭会議         12:00～ 

１５日（金） 

・常議員会                 12:00～ 

１８日（月） 

・小規模企業振興委員会      18:00～ 

２０日（水） 

・人権啓発支援セミナー      14:00～ 

２８日（木） 

・仕事納め（１月３日（水）まで休業 

４日（木）より通常業務） 

 

 
『休日緊急事故処理センター』関東自動車共済（協） 

TEL：０１２０‐８９‐８８１９（フリーダイヤル） 


